
令和２年７月農業委員会定例会議事録 

   

日時 

 

場所 

 

 

 

日程第１ 

日程第２ 

日程第３ 

日程第４ 

日程第５ 

日程第６ 

日程第７ 

日程第８ 

日程第９ 

 

出席委員 

 

 

 

 

欠席委員 

 

事務局 

 
農林水産課 

 

農地機構 

 

傍聴者 

 

 

 

 

令和２年７月１３日（月）午後１時３０分～午後２時４５分 

 

さぬき市役所 附属棟 多目的室 

 

議事録署名委員の指名について 

 

諸報告 

農地法第３条に基づく申請審議について    （会長提出議案第１号～２号） 

非農地証明願について            （会長提出議案第３号～７号） 

農地法第４条に基づく申請審議について    （会長提出議案第８号～９号） 

農地法第５条に基づく申請審議について    （会長提出議案第１０号～１４号） 

農用地利用集積計画の審議について      （会長提出議案第１５号） 

農業経営改善計画の審査について       （会長提出議案第１６号） 

青年等就農計画の審査について        （会長提出議案第１７号） 

その他 

 

1楠 豊 2蓮池秋男 3上野壽雄 4蓮井セツ子 5松岡浩二  

6稲田俊美 7大塚ノブ子 8岡村義弘 10神野 太 11佐藤恭一 

12芳竹和政 13岩澤佳宣 14寒川 巧 15十河道夫 16藤澤 明 

17岩﨑治樹(会長職務代理者) 18松原俊幸（会長）  

 

無 

 

藤井 浩事務局長 山下智資課長補佐 頼冨伸次副主幹 脇谷哲士主任主事 

 

玉木省三副主幹 

 

松岡一海農地集積専門員 猪熊 正農地集積専門員 

 

谷木伸行 

 

 

 



  

  

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

定刻を過ぎまして申し訳ありませんでした。 

今日、資料のほうが多いので、最初に、資料がなければ事務局に申し出て

いただきたいんですけれども、机上に、まず、議案書。それと、いつもの貸

し借りの解約の農地法の第１８条、Ａ４の横と、使用貸借、Ａ４の横。それ

と、Ａ３で、後ほど審議もしていただく農地中間管理事業対象農用地等総括

表、これがＡ３の横です。ホチキス留めをしております。それと、農業経営

の改善の認定、ばらで農水から頂いておる４名分、ばらで裏表のＡ３の縦長

で４枚。それと、青年等就農計画のＡ３の横、ホチキス留め。それと、チラ

シ、熱中症のＡ４縦。それと、農地法の無断転用、２部、転用許可。それ

と、農地の貸し借り、Ａ４、カラーの２部。それと、農政情報、１部。なけ

れば、事務局に先にお申し出いただけたらと思います。ございますか。よろ

しいですか。 

では、お願い致します。 

 

皆さん、こんにちは。九州では、相当な雨が降って亡くなった人とか災害

に遭われた人にお悔やみ、お見舞いを申し上げたいと思っております。 

さて、先日の定例会からはや今月の定例会のご案内を差し上げましたが、

皆さんもご存じのとおり、我々農業委員１７名は法改正後の最初の委員１期

生でございます。今月１９日までが任期でありまして、早めの会合とさせて

いただきました。 

本日の最後の審議となる定例会となりましたが、振り返りますと、３年前

には、私自身を含め、皆さんとともに市長さんから任命書を交付され、そし

て、新たに推進委員さんを委嘱致しました。総勢４６名が毎月、各地の自主

的な活動が一層求められ、責任の重大さを切に感じ、不安もありましたが、

岩﨑職代をはじめ、皆様方のご協力を頂きながら、また、事務局の方、農地

集積の職員の方々の助言を頂きながら、これまでの会議を何とか今日までや

ってこられましたことを、この場を借りまして厚く御礼申し上げます。 

さて、最後になりましたが、本日の議題であります各案件につきまして

は、円滑なご審議ができますようご協力をお願いして、簡単ではございます

が、挨拶に代えさせていただきます。 

本日提案致します案件については、事前に各地区で現地確認調査いただい

ていると思いますので、よろしくお願い致します。 

なお、本日、新規就農の案件がありましたが、事前に各地区の代表者と会

長職務代理者、私の７名で聞き取り調査を行っていますので、後ほど地区代

表者から報告致しますので、よろしくお願い致します。 

さて、本日の出席は１７名中１７名の出席ですので、農業委員会等に関す

る法律第２７条第３項の規定に基づき、全員の出席ですので成立することを

宣言致します。 

では、議事録署名委員ですが、私のほうから指名させていただきます。そ

れでは、４番蓮井委員さん、５番松岡委員さん、よろしくお願い致します。 

では、本日の日程に沿って進めさせていただきます。 

日程第１ 諸報告、事務局より報告をお願い致します。 

 

農地法第１８条第６項の規定による通知書を５件受理しています。Ａ３の

横のをご覧ください。 

まず、貸人が●●地区の●●●●様、借人は●●●●●●●●●●●●●

●で、申請地は●●●●●●番他７筆です。解約理由は借人の都合です。 

貸人は●●地区の●●●●●様、借人は●●●●●●●●●●●●●●

で、申請地は●●●●●●番の●他３筆です。解約理由は借人の都合です。 

貸人は●●●、●●●●様、借人は●●●●●●●●●●●●●●で、申



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 
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議長（会長） 

 

 

 

 
蓮井セツ子委員 

 

 

 

議長（会長） 

 
大塚ノブ子委員 

 

 

請地は●●●●●●番の●です。解約理由は借人の都合です。 

貸人は●●地区、●●●●様、借人は●●●●●●●●●●●●●●で、

申請地は●●●●●●番●他１筆です。解約理由は借人の都合です。 

貸人は●●地区、●●●様、借人は●●地区、●●●様で、申請地は●●

●●●●番です。解約理由は売買のためです。 

続きまして、使用貸借に係る農地の返還通知書のほうを２件受理していま

す。 

貸人は●●●、●●●●様、借人は●●●●●●●●●で、申請地は●●

●●●●●●番●他４筆です。返還理由は借人の変更です。 

貸人は●●●●地区の●●●●様、借人は●●●●●●●●●で、申請地

は●●●●●●●番他３筆です。返還理由は借人の変更です。 

以上で報告を終わります。 

 

事務局の報告が終わりました。 

続きまして、日程第２ 農地法第３条に基づく申請審議について、会長提

出議案第１号及び第２号を議題とし一括上程致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

農地法第３条に基づく申請審議について、会長提出議案第１号、地区番号

２、受付年月日、令和２年６月２５日。譲渡人、●●●●●●●●、●●●

●様、譲受人、●●●●●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●

●●●●●番●、台帳地目、現況地目ともに田、地積７２㎡。譲渡人の申請

事由、●●●●●●●●●●●●。譲受人の申請事由、●●●●●●●。権

利は●●●●●●。経営面積８，４４２㎡、受人従事数３。資料は１ページ

でございます。申請地は●●●●●●●●、南東５００ｍ、●●●●、●●

●●すぐ西にあります。譲受人については申請地周辺に農地を所有し、経営

面積の保全管理も行っております。 

続きまして、会長提出議案第２号、地区番号３、受付年月日、令和２年６

月２５日。譲渡人、●●●●、●●●様、譲受人、●●●●、●●●●様。

申請地、●●●●●●●●●●番、台帳地目、現況地目ともに田、地積１，

５１９㎡。譲渡人の申請事由、●●●●。譲受人の申請事由、●●●●●●

●。権利、●●●●●●。経営面積９，２６８㎡、受人従事数３。資料は２

ページでございます。申請地は●●●●●●●から鴨部川沿いを南に１．７

㎞行ったところにあります。譲受人については申請地周辺にも農地を所有

し、経営面積の保全管理も行っております。 

第１号、第２号ともに経営規模拡大の案件で下限面積を満たし、権利は●

●●●●●を伴うものです。以上になります。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地

区、●●地区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報告をお願い

します。 

まず、最初、●●地区からお願いします。 

 

●●●は７月１０日に全員出席のもと現地確認を行いました。両家は親の

時代に交換したものの、あと後継者同士が申請をして処理をしたということ

でございますので、よろしくお願いします。 

 

続きまして、●●地区代表委員からの報告をお願い致しします。 

 

７月１２日、農委、推進委員で現地確認をしました。それで、本人の●●

●●さんは農家の後継者として立派に農業を営んでおります。よろしかろう

ということで終わりましたので、皆さんよろしくお願い致します。 
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各地区代表委員からの報告が終わりました。 

議案第１号及び第２号につきまして、質疑等がありましたら発言を認めま

す。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１号及び第２号につきましてお諮りします。議案第１号

及び第２号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１号及び第２号を原案のとおり認めることと致します。 

続きまして、日程第３ 非農地証明願について、会長提出議案第３号から

第７号を議題とし一括上程致します。 

事務局より説明を求めます。 

 

今回の非農地証明案件につきましては、ご覧のとおり５件ございます。面

積にして９，８０１㎡の１１筆です。それでは、個別案件についてご説明致

します。 

会長提出議案第３号、地区番号３、受付年月日が令和２年６月２５日。申

請人は●●の●●●●様で、申請地は●●●●●●●●番●他４筆、台帳、

５筆とも畑、現況地目は５筆とも山林となっておりまして、地積合計で畑

５，１６３㎡ございます。申請理由と致しましては、平成５年から２５年以

上耕作不能な状態が継続し山林化したものでございます。 

お手元の資料の３ページ目から５ページ目をお開きいただきたいと思いま

す。沿革ですけども、さぬき市●●、●、●●●●●●●●●●●●から南

東へ約８５０ｍに位置し、●●●●●●●●の東側に位置しております。ご

覧のとおり、周辺地は南部に農地が広がっておりまして、その周辺地に住宅

が点在している状況でございます。申請者は平成２５年に相続しましたが、

既にそのときにはもう山林化しており、先代が高齢化し耕作放棄し、今日に

至っている状況でございます。申請地、当該地５筆とも既に再生が困難と見

込まれる荒廃農地として赤判定となっております。 

続きまして、会長提出議案第４号、地区番号３、受付年月日が令和２年６

月２５日。申請人は●●●●●●●●●●●の●●●●様でございます。申

請地は●●●●●●●番●他２筆。台帳地目、３筆とも畑、現況地目も３筆

とも山林で、地積合計で畑２，６２４㎡ございます。申請理由と致しまして

は、昭和４５年頃から５０年以上耕作不能な状態が継続し山林化したもので

ございます。 

お手元の資料の６ページ目から７ページ目をご覧いただきたいと思いま

す。沿革でございますけども、さぬき市●●、●、●●●●●●●●●●●

から南へ約１．２㎞、●●●●●●●●の西側に位置しており、周辺地は西

側が山林、南北に農地、わずかな平地に住宅が点在している状況でございま

す。申請者は平成２２年に相続し、これまで先代が葉タバコを耕作していま

したが、高齢から耕作放棄し、やがて隣接山林に竹木に蚕食され、現在は荒

廃農地として、状況がお手元の資料の７ページ目にお付けしておる写真の状

況でございます。なお、現在、荒廃農地として既に赤判定が２筆ございまし

て、●●●番●、それと●●●番●が既に赤判定となっております。 

続きまして、会長提出議案第５号でございます。地区番号３、受付年月日

が令和２年６月２５日。申請人は●●●●●、●●●●様でございます。申

請地は●●●●●●●●●番、台帳地目、畑、現況、宅地、地積１２９㎡ご

ざいます。申請理由と致しましては、農機具等の保管場所のための倉庫でご
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ざいます。建築面積が９３．３３㎡ございます。 

お手元の資料の８ページから１０ページ目をご覧いただきたいと思いま

す。沿革でございますけども、さぬき市●●、●●、●●●●●●から北西

へ約１．９㎞、●●●●●●●の西側に隣接しております。周辺地は山林が

迫る農地と住宅が点在しておりまして、申請者は平成４年に相続し、先代が

わずかな平地に農機具倉庫不足を解消するために昭和５０年頃に造成し建

築、敷地は１２９㎡ございまして、スレート造平屋建て１棟、９３．３３㎡

ございます。お手元の資料の９ページの右側ですか、内部のほうは１０ペー

ジ目、撮影し、ご覧のとおり、農業経営施設として判断しているものでござ

います。 

続きまして、会長提出議案第６号、地区番号４、受付年月日が令和２年６

月２５日。申請人は●●●●●●●●の●●●●様でございます。申請地は

●●●●●●●●●●●●●●番●、台帳地目、田、現況、山林、地積６１

１㎡ございます。こちらのほうは申請理由と致しましては、自然災害により

耕作不能となり、農地としての復旧困難となったものでございます。 

 お手元の資料の１１ページ及び１２ページをご覧いただきたいと思いま

す。沿革でございますけども、さぬき市●●、●●●●●●、●●●●●●

から南へ約１．６㎞入ったところの、●●●●●●●の西側方向に位置し、

周辺地は山深く南北に市道が横断している状況でございます。申請者は昭和

６３年に相続し、当該地は山林縁辺部にあり日照時間も限られ、平成１６年

に被災し、その後、復旧困難、管理難となり現在に至っております。また、

もう既に荒廃農地として当該地は赤判定となっている状況でございます。現

場の現況はお手元の資料の１２ページで、印刷が黒うございますけども、ナ

ンバー２の中央部でこんもりと盛り上がっている部分、奥にあるほうの盛り

上がっている部分のほうが今回の申請地部分とご理解いただきたいと思いま

す。 

続きまして、会長提出議案第７号、地区番号５、受付年月日が令和２年６

月２５日。申請人は●●●●●の●●●様で、申請地が●●●●●●●●●

番●●、台帳、畑、現況、原野、地積１，２７４㎡ございます。申請理由と

致しましては、平成１０年頃から２０年以上耕作不能な状態が継続し原野化

したものでございます。 

お手元の資料の１３ページ及び１４ページをご覧いただきたいと思いま

す。沿革でございますけども、さぬき市●●、●●●、●●●●●●●●か

ら西へ約２００ｍ、●●●から北西へ約１７０ｍに位置しておりまして、周

辺地は住宅と農地が立地しております。申請者は平成２３年に贈与、聞き取

りによりますと、譲渡人が管理している頃には当該地は山林化しており、や

がて周辺地が住宅化及び近隣地にある工場地進出などから伐採し、その後現

在に至り放置している状況でございます。状況はお手元の資料の１４ページ

目をお開きいただきますと分かりやすいかと。正面の原木、雑木、資料の写

真撮影方向（２）で、立木がご覧いただけるかと思います。以上、今回の非

農地案件につきまして５件です。以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地

区、●●地区、●●地区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報

告をお願い致します。 

まず、最初、●●地区、お願いします。 

 

３号については●●●●さんの畑ですけど、南にもともと山林がありまし

て、南から入る道があるんですけど、今の現況を昨日も見ましたけど、今、

新しい大きい重機や機材が入るような道もなく、今、現況では、この辺もあ

と開墾とかそういう余地もなく、木ももう全然大きくなっていますので、山

と認めざるを得ないということ。 
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４号の●●さんも、今この奥に元家が残っとると思いますけど、そこのと

こで、今、喫茶店をやっているような状況で、家の周りだけはきれいなんで

すけど、その周りは、一抱えもあるような木、山林と竹やぶが物すごく多

く、本当にもうどうしようもないということで、あと、説明については事務

局の説明のとおりでございます。 

 

第５号につきましてお知らせ致します。●●の●●●●様です。これは１

２日に農委、推進委員で現地確認を致しました。農機具の保管場所または作

業所として建てたそうです。これもう致し方ないでしょうということで私た

ちは認めることにしました。よろしくご審議いただきたいと思います。 

 

続きまして、●●地区代表委員からの説明をお願いします。 

 

それでは、６号議案についてご説明致します。１０日に●●地区農業委

員、推進委員で現地を見てまいりました。現状、山林化しており耕作不能と

見られますので、どうぞご審議のほどよろしくお願い致します。 

 

続きまして、●●地区代表委員からの報告をお願いします。 

 

７月１１日に●●地区全員で原野化した状態を確認致しました。致し方な

いという結論を出しました。ご審議のほう、よろしくお願い致します。以上

です。 

 

各地区代表委員からの報告が終わりました。議案第３号から第７号につき

まして質疑等がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第３号から第７号につきましてお諮りします。議案第３号

から第７号までについて異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第３号から第７号までを原案のとおり認めることと致しま

す。 

続きまして、日程第４ 農地法第４条に基づく申請審議について、会長提

出議案第８号及び第９号を議題とし一括上程致します。 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

議案書の３ページでございます。農地法第４条に基づく申請審議につい

て、今回の４条の案件は２件ございまして、面積にして６４０㎡、４筆で

す。 

それでは、個別の案件を説明致します。 

会長提出議案第８号、地区番号は３、受付年月日、令和２年６月２５日。

申請人は●●●●●、●●●様。申請地は●●●●●●●●●番●、台帳地

目、畑、現況地目、雑種地、地積は１２３㎡。転用目的は車庫、建築面積は

４６．４６㎡。工事着完年月日が昭和６３年７月１日から昭和６３年８月３

０日、農地区分は第２種農地。備考と致しまして、無断転用で、資料につき

ましては１５から１６ページでございまして、申請地の位置図を１５ページ

の左側に掲載しておりますので、ご覧いただいたらと思います。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●、●●●●●から北東

約２５ｍに位置し、申請地の隣接は宅地、道路に接しております。土地利用
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計画図等に記載されておりますように、申請人の住居敷地には車両置き場が

なく、昭和６３年頃、住居近隣の当該地に造成し建築したものであり、今

般、改めて無断転用の是正をするものです。なお、地元土地改良区をはじめ

水利組合の同意も得ております。また、始末書も添付され反省の念を示して

いることなどから、許可も止むを得ないと考えております。 

続きまして、会長提出議案第９号でございます。地区番号は３、受付年月

日、令和２年６月２５日。申請人は●●●●●、●●●●様。申請地は●●

●●●●●●●番他２筆、台帳地目は２筆が畑、１筆が田でございます。現

況地目はともに宅地、地積は３筆合わせまして５１７㎡です。転用目的は車

庫、宅地拡張で、建築面積で２７１．６９㎡。工事着完年月日が平成９年１

２月１０日から平成１０年４月１０日、農地区分は第２種農地です。備考と

致しまして、無断転用で併せ利用地がございます。資料につきましては１７

から１８ページでございまして、場所は１７ページの左側に位置図を掲載し

ております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●、●●●●から西南約

３７０ｍに位置し、申請地の隣接は田、宅地及び道路、水路に接しておりま

す。土地利用計画図等に記載されておりますように、申請人は居宅建築当

時、車両置き場がなかったため車庫を建築し、その後家族が増え車両台数も

増え車両置き場不足になり、これを解消するために車庫、駐車場を建築した

ものであり、今般、改めて無断転用の是正をするものです。なお、地元土地

改良区をはじめ水利組合の同意も得ております。また、始末書も添付され反

省の念を示していることなどから、許可も止むを得ないと考えております。

以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地

区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報告をお願い致します。 

 

第８号、●さんについてご説明致します。●さんの車庫と駐車場は道路脇

にありました。これは必要なものだろうと私たちも判断致しました。車庫が

あって、その前を駐車場にしておりました。どうぞよろしくご審議いただき

たいと思います。 

第９号、●●様の説明を致します。●●様は、今、事務局から丁寧に説明

がありましたとおり、立派な車庫が建っておりました。それと、その横に住

まいも建っておりました。これは無断転用の是正ということで致し方ないと

私たちは判断致しました。よろしくご審議いただきたいと思います。 

 

地区代表委員からの報告が終わりました。議案第８号及び議案第９号につ

きまして質疑等がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第８号及び第９号につきましてお諮りします。議案第８号

及び第９号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第８号及び第９号を原案のとおり認めることとし、香川県

へ進達致します。 

続きまして、日程第５ 農地法第５条に基づく申請審議について、会長提

出議案第１０号から第１４号までを議題とし一括上程致します。それでは、

事務局より説明を求めます。 
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議案書の４ページでございます。農地法第５条に基づく申請審議につい

て、今回の５条の案件は５件ございまして、面積にして６，５５１㎡、１４

筆です。それでは、個別の案件を説明致します。 

会長提出議案第１０号でございます。この１０号につきましては、次の１

１号、１２号と関連がございますので、一括して説明を致します。まず、会

長提出議案第１０号でございます。地区番号は３、受付年月日、令和２年６

月２５日。譲渡人で●●●●●●●、●●●●様。続きまして、第１１号で

すが、譲渡人ですが、●●●●●、●●●●様。続いて、第１２号でござい

ますが、譲渡人で●●●●●、●●●●様。譲受人ですが、いずれも●●●

の●●●●●●●●様です。申請地でございますが、１０号、１１号、１２

号合わせまして全１１筆ございます。地目につきましては、台帳地目、現況

地目ともに田、地積ですが、１１筆合わせまして５，５９８㎡でございま

す。転用目的は太陽光発電設備。工事着完予定年月日は令和２年８月３０日

から令和２年１１月３０日。権利でございますが、１０号と１２号が●●●

●●●●●、１１号につきましては●●●●●●です。農地区分につきまし

ては、いずれも第２種農地です。備考と致しまして、資料が１９ページから

２０ページでございまして、場所のほうを１９ページの左側の位置図に掲載

しております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●、●●●●から西南へ

約２２０ｍに位置し、申請地の隣接は田、宅地及び道路、水路に接していま

す。土地利用計画図等から、申請者は県内で太陽光発電事業等を取り扱う法

人であり、事業収益を上げるために東讃地区で約６，０００㎡程度のまとま

った土地を探していたところ、農業継続の困難となった土地所有者との話が

まとまったことから、今般申請に及んだものです。既存農地を整地した敷地

に太陽光発電パネル２，０９０枚を設置し、敷地内の既存電柱へと送電する

計画です。また、地元土地改良区をはじめ、経済産業省の認定も受け、事業

実施も確実であることから、許可相当と判断するものです。 

続きまして、５ページでございます。会長提出議案第１３号、地区番号は

４、受付年月日、令和２年６月２５日。譲渡人で●●●●●●●、●●●●

●様、譲受人で●●●●●●●●●、申請地ですが、●●●●●●●●●●

●●番●●、同●●●●番●●、台帳地目、ともに畑、現況地目、ともに宅

地、地積ですが、２筆合わせまして３４５㎡。転用目的は作業所、建物、車

庫兼事務所。建築面積が２６１．３６㎡。工事着完年月日が平成１４年１０

月１日から平成１５年３月３１日。権利は●●●●●●●●で、第２種農地

です。備考と致しまして、無断転用で併せ利用地がございます。資料は２１

から２２ページで、場所のほうを２１ページの左側の位置図に掲載しており

ます。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●、●●●●●●

●●●●●●●●●●●●から西南へ約６８０ｍに位置し、申請地の隣接は

畑、宅地に接しております。土地利用計画図等から、申請人は福祉用具の研

究、開発、販売並びにカーコーティングを業としている会社で、親会社の事

務所を借りて業務を行っている法人ですが、平成１４年頃、カーコーティン

グの作業所や福祉器具の開発・研究所、福祉用具の製品の保管場所がないた

め、申請人代表の自宅に隣接している当該地を転用したものであり、今般、

改めて無断転用の是正をするものです。なお、地元土改良区をはじめ水利組

合の同意も得ております。また、始末書も添付され反省の念を示しているこ

となどから、許可も止むを得ないと考えております。 

続きまして、会長提出議案第１４号、地区番号は５、受付年月日、令和２

年６月２５日。譲渡人で●●●●●●、●●●●様。譲受人で●●●●●●

●●。申請地は●●●●●●●●●●番●。台帳地目、現況地目ともに田、

地積は６９８㎡。転用目的は分譲住宅。建築面積は２３１．０３㎡。工事着

完予定年月日は令和２年９月２０日から令和５年８月３０日。権利は●●●
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●●●●で、第２種農地です。備考と致しまして、資料が２３から２４ペー

ジでございまして、場所につきましては、２３ページの左側の位置図をご覧

いただいたらと思います。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●●、●●●●●から北

東へ約４５０ｍに位置し、申請地の隣接は田、道路及び水路に接しておりま

す。土地利用計画図等から、●●●地区の申請地近隣の分譲住宅の実績や当

申請地区域での需要があることから当該区域での分譲用地を探していたとこ

ろ、高齢で自作が困難となっていた土地所有者との意向が合致し、転用申請

に及んだものです。本事業計画として、分譲住宅用地２棟平屋建て、２３

１．０３㎡です。地元土改良区をはじめ水利組合の同意も整っております。

以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましては、●●地

区、●●地区、●●地区の関係案件ですので、代表委員からの調査結果の報

告をお願い致します。 

まず、最初、●●地区からお願いします。 

 

第１０号、第１１号、第１２号を７月１２日、現地確認をみんなで行いま

した。それで、●●さん、●●さん、●●さん、３件分合わせて１１枚、

５，５９８㎡と広大なものですが、太陽光発電設備ということで、致し方な

いでしょうということで私たちは認めることにしました。よろしくご審議い

ただきたいと思います。 

 

続きまして、●●地区代表委員からの報告をお願いします。 

 

●●さんの案件なんですが、今回、相続前にたくさん農地転用の申請があ

ったのにかかわらず、無断転用の申請が今出てきたというのが、いささか私

は不思議に思うんですけど、１４年頃から、事務局の説明のように、無断転

用しとったものを今回是正を出してきたので、もう元どおりになるわけもな

い案件ですので、止むを得ないという結論になりましたので、よろしくお願

い致します。 

 

続きまして、●●地区代表委員からの調査結果の報告をお願いします。 

 

第１４号ですが、事務局の説明のとおり、周辺は既に宅地化しておりまし

て、問題ないと判断致しました。ご審議のほうよろしくお願い致します。以

上です。 

 

各地区代表委員からの報告が終わりました。議案第１０号から第１４号ま

でにつきまして質疑等がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１０号から第１４号までにつきましてお諮りします。議

案第１０号から第１４号までについて異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１０号から第１４号までを原案のとおり認めることと

し、香川県へ進達致します。 

続きまして、日程第６ 農用地利用集積計画の審議について、会長提出議

案第１５号を上程致します。なお、今月の議案で、整理番号３４番が私、農
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地中間管理事業対象農用地の１９番から２２番、２４番が藤澤委員、２７番

が松岡委員の関係議案になりますので、除斥対象議案になりますので、後で

別審議と致します。では、事務局より説明を求めます。 

 

会長提出議案第１５号についてご説明致します。 

個人が１０件、法人が８件、中間管理機構が１８件の合計３６件となって

おります。３６件のうち新規が２９件、再設定が７件となっております。３

６件のうち賃借権が３件、使用貸借権が３３件となっています。賃借権の内

訳としまして、物納１件、１，０００円が２件となっております。期間は、

１０年が７件、６年が１４件、５年が５件、４年３か月が８件、３年が１

件、２年１１か月が１件となっております。 

続きまして、農地中間管理事業対象農用地等総括表の説明に入ります。Ａ

３のホチキスで留めておる別の用紙をご覧ください。 

説明の前に、この総括表の２ページ目の上から５件目のナンバー２７番、

●●●●●●●●●さんの代表者が●●さんとなっていますが、●●●●さ

んの間違いです。それと、住所のほうも番地が●●●●番地になっています

が、●●●●番地の●の間違いになっていますので、また訂正のほうよろし

くお願いします。 

それでは、説明に入ります。全部で４１件ありまして、貸付先は、個人３

０件、法人１１件となっております。設定する権利等の種類は、賃借権が１

件、使用貸借権が４０件となっております。期間は、１０年が２件、６年が

３９件となっております。利用内容は、水稲、麦、露地野菜の作付となって

おります。以上です。 

 

説明が終わりました。質疑に入ります。なお、本案件につきましては案件

が非常に多いので、一括して質疑に入りたいと思いますので、質疑等がある

場合は、整理番号指定の上ご発言を願います。 

ございませんか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、整理番号３４番、農地中間管理事業対象農用地の１９番から２

２番、２４番、２７番を除く議案第１５号について、原案のとおり認めるこ

ととしてよろしいでしょうか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

では、原案のとおり認めることと致します。 

続きまして、私の関係議案と藤澤委員、松岡委員の関係議案である整理番

号３４番、農地中間管理事業対象農用地の１９番から２２番、２４番、２７

番の審議に入りますので、議事進行を職務代理にお願い致します。 

 

それでは、松原委員、藤澤委員、松岡委員の退席をお願いします。 

 

（松原委員、藤澤委員、松岡委員 退席） 

 

事務局の説明を求めます。 

 

それでは、農業委員さんのほうの案件は７件で、賃借権が１件、使用貸借

権が６件となっております。期間は、１０年が３件、６年が３件、３年が１

件となっております。利用内容については、水稲、麦、露地野菜の作付とな

っております。以上です。 
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説明が終わりました。何か質疑ありますか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

なければ、原案のとおり認めることとしてよろしいでしょうか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

では、原案のとおり承認致します。退席されている松原委員、藤澤委員、

松岡委員の再入場を求めます。 

 

（松原委員、藤澤委員、松岡委員 着席） 

 

それでは、続きまして、日程第７ 農業経営改善計画の審査について、会

長提出議案第１６号を議題と致します。 

 

農業経営改善計画の審査についてということで、まず、番号１、●●●さ

ん。このたび新規で、先ほど面接をしていただきました。●●さんは、住所

はさぬき市●●●●●●●●番地の●、昭和●●年●●月●日生まれの●●

歳です。 

経営改善計画のほうをご参照ください。 

現在、水稲とブロッコリー、アスパラガスを栽培しています。農業経営の

規模拡大に関する現状及び目標としましては、新規品目として麦を導入し、

アスパラガスやブロッコリーについても規模拡大を図る計画です。水稲は作

付面積が現在２．２ha ですが、５年後の目標として３．６ha まで増やす予

定です。ブロッコリーは作付面積が現在０．２ha ですが、５年後０．３ha

に増やす予定です。アスパラガスは作付面積が現在０．０４ha ですが、５

年後０．１４ha に増やす予定です。麦については現在作付はしておりませ

んが、５年後には ha を作付予定です。農用地及び施設について、所有地は

田が８ａで、５年後も８ａの予定です。借入地については、田が２７７ａで

すが、５年後には４２０ａまで増やす予定です。●●●●●、●●●地区に

農地があり、農業委員会や農地機構を通じて、隣接圃地を中心に集積し規模

を拡大する予定です。施設についてはビニールハウスが２棟ありますが、作

業所と農舎を１棟ずつ建て、あとビニールハウスについては４棟に増やす予

定です。活動につきましては奥さんと２人で行っておりますが、農繁期で忙

しいときは臨時雇用で対応していきます。年間所得は現状１９０万円です

が、５年後の目標として４７０万円に増やす計画です。●●地区の担い手と

して、補助制度等を活用して規模拡大や農地の集積にも尽力してもらえるも

のと思います。よろしくお願いします。 

２番目の●●●さんですが、この方は継続になります。住所はさぬき市●

●●●●●●●番地●。昭和●●年●●月●日生まれの●●歳です。経営改

善計画をご参照ください。営農活動の現状と目標ですが、現在、水稲と麦及

び作業受託が活動内容になります。水稲は現在５．５ha ですが、５年後の

目標は現状維持の５．５ha です。それから、肉用牛、Ｆ１の頭数を現在４

００頭から５年後には４３０頭に増やす予定です。●●さんは和牛とホルス

タインの子どもを仕入れて８から１０か月飼育して出荷をしているそうで

す。農用地については現状維持の予定です。それから、牛舎を１棟更新する

予定です。今後後継者についても検討していくそうです。あと、年間所得

は、現在８００万円から５年後に８４０万円に増やす計画になっています。 

続きまして、番号３の●●●さんですが、この方も継続になります。住所

はさぬき市●●●●●●番地●。昭和●●年●月●●日生まれの●●歳で
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す。 

別紙の経営改善計画を参照してください。営農活動の現状と目標ですが、

現在、水稲、イチゴが活動内容になります。水稲は現状維持、イチゴは栽培

管理の徹底により収量を増やす予定です。それから、農繁期には臨時雇用を

増員し、労働力の確保をします。●●さん自身高齢ではありますが、まだま

だ元気で、後継者についても今後５年間で検討していくそうです。それか

ら、農用地及び農業生産施設については現状維持です。年間所得を現状の４

３０万円から４８０万円に増やす計画になっています。 

それから、番号４の●●●●さん、●●●●さん。この方も継続審議にな

っています。住所はさぬき市●●●●●●●●●番地●。昭和●●年●月●

●日生まれの●●歳です。妻●●さんは昭和●●年●月●●日生まれの●●

歳です。経営改善計画を参照してください。平成２７年に家族経協定を結ん

でいました。●●さんも今回追加認定になります。水稲は現状維持、ミニト

マトは１６ａから２０ａに増やす予定です。病害虫防除や肥培管理を徹底し

て行い、収穫量を１０ａ当たり８，０００㎏から１０，０００㎏に増やす予

定です。今後は環境制御システムや炭酸ガス発生装置の設置も検討している

そうです。それから、農用地は、自作地を１０２ａから１１２ａに増加予定

です。借入地は現状維持で、特定作業受託面積は２０ａから１０ａに減らす

予定です。ハウスは１棟増やす予定です。年間所得を現状３６０万円から４

８０万円に増やす計画になっております。 

引き続いての継続についてご審議をよろしくお願いします。以上です。 

 

事務局の説明が終わりました。本議案につきまして、●●地区、●●地区

の関係案件ですので、地区代表委員からの補足事項等がありましたら報告を

お願い致します。 

 

１番の●●さんですけれども、●●地区は高齢化をしておりますし、担い

手もいないというような中山間地域の農業を今現在守ってくれております

が、麦も栽培をして面積を増やしていこうという意欲を持っておりますの

で、新規就農として認めていただけたらと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

それから、２番の●●さん、４番の●●さんにつきましても、お二人とも

しっかりとした農業体験の実績を持った方でございますので、よろしくお願

いします。以上です。 

 

続きまして、●●地区代表委員からの報告をお願いします。 

 

３番の●●さんですけど、人生の先輩でもありますし、立派にやられてお

りますので、どうぞよろしくお願い致します。 

 

地区代表委員からの報告が終わりました。 

議案第１６号について質疑号がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、農業経営改善計画の審査について、議案第１６号についてお諮

りします。異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、原案のとおり承認することと致します。 

続きまして、日程第８ 青年等就農計画の審査について、会長提出議案第
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１７号を議題と致します。 

事務局より説明を求めます。 

 

青年等就農計画の審査についてということで、今回、新規就農者の方とお

一人、審議をお願いします。 

先ほどご本人さん来られまして、面接のほうもさせていただきました。●

●●さん、ご住所はさぬき市●●●●●●番地●●●。●●さんは平成●年

●月●●日生まれの●●歳、妻●●さんは平成●●年●●月●●日生まれの

●●歳です。認定新規就農者の新規認定についての審議をお願いします。 

お二人は兵庫県出身で、令和●年●月にさぬき市●●へ移住されました。

令和元年６月から現在まで●●の●●●●●●で有機農業についての研修を

受け、さらに、令和元年１０月から令和２年３月まで香川県農業大学校にも

通い、研修を受けております。それから、令和２年６月１９日に市役所で、

松原会長立会いのもと家族経営協定の調印も済ませております。 

農業経営の構想としましては、少量多品目の無農薬、無化学肥料での栽培

を軸に、香川県の有機農家グループの有機の里での活動を生かし、有機ＪＡ

Ｓの取得、技術力の向上、販路の開拓を行い、農業所得の向上を目指しま

す。営農活動としては、１年目は土作りがメインで、今後、アイスプラン

ト、オカワカメ、ピーマン、カボチャ、里芋、アピオス、白ネギ、ビーツ、

キャベツ等を栽培予定です。農地については、６０ａを農地機構を通じて借

り入れ、５年後までに８０ａに増やす予定です。年間農業所得の現状はマイ

ナスですが、５年後の令和７年度には２８９万円を目指します。 

お二人は兵庫県からさぬき市へ移住され、●●地区で新たに有機農業をし

ていく予定ですので、二人、これから応援していただければと思います。以

上です。 

 

事務局の説明が終わりました。本議案につきましては、●●地区の関係案

件ですので、地区代表委員からの補足説明等がございましたら、お願いしま

す。 

 

●さんのご夫婦なんですけれども、先ほどヒアリングで面接致しました。

若くて大変立派な方だと思います。夢を実現させてほしいと思いますので、

皆様どうぞよろしくお願い致します。 

 

各地区代表委員からの報告が終わりました。議案第１７号について質疑等

がありましたら発言を認めます。ございませんか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

それでは、青年等就農計画の審査について、議案第１７号についてお諮り

します。異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、原案のとおり承認することと致します。 

本日上程の議案については以上ですが、日程第９ その他で何か。 

 

かねてから皆様方にはご協力周知をさせていただいておりました農業委員

の改選と併せて進めてまいりました農地利用最適化推進委員の選任手続につ

いて報告させていただきますので、資料のほう、今お配りしておりますの

で、いましばらくお待ちください。 

お手元に着いたかと思いますので、ご説明のほうさせていただきます。 
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今回の推進委員につきましては、現在の農業委員同様に、任期が本年７月

１９日で満了ということでございます。さぬき市農業委員会の委員及び農地

利用最適化推進委員の定数に関する条例で定められました２８人の新たな委

員の委嘱について行ったものでございます。 

ご覧のとおり、皆様方のご協力もあり、この２８名でということで、その

経緯のほうを申し上げますと、先般の募集要項を伴いまして、本年２月２１

日から３月２３日までの約１か月間の募集をさせていただております。対象

者につきましては、ご存じのとおり、農業者であったりとか農業者が組織し

て作る団体その他の関係者に対しまして、推進委員の候補者の推薦を求める

とともに、委員になろうとする者の募集受付を行いました。 

内訳と致しましては、個人推薦が１９人、それと、自治会、農事組合法人

といった団体からの推薦が５人、それと、自ら応募された方が６人の総計３

０名の応募がございました。 

その後、当該応募者の中から推進委員の候補者を選出するために、定数を

超えていた２地区、富田中・南川、また、長尾西・昭和地区で、この２地区

につきましては会長をはじめまして会長職務代理者、地区代表委員らにより

ます面接を５月２１日に行いまして、評価点数の合計が上位の２名ずつ、今

お配りしておりました推進委員案に記載されています方々の委嘱予定を来月

の臨時総会に上程しようとするものでございます。 

以上で、皆様方、今一度見ていただいて、各地区の５地区、２名から８名

程度のところもあろうかと思いますけども、ご覧いただきまして、案として

新農業委員さんの方のほうに上程したいということでございます。以上で

す。 

 

事務局の説明が終わりました。今回の結果を踏まえ、新たな農業委員のも

と議案として上程してよろしいでしょうか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

では、次回の議案として、２８名を上程致します。 

ほかに、事務局、ありませんか。 

 

引き続きまして、令和３年度の農地利用の最適化の推進に関する改善意見

の集約のほうを報告させていただきます。 

こちらのほうは資料がございません。口頭で説明させていただきますと、

まず、経緯でございますが、令和２年５月２０日から各地区代表を介しまし

て配布をさせていただきまして、来年の農業者における現場での改善意見を

取りまとめをさせていただきました。 

まず、報告をさせていただくと、大きく県と市がございます。県のほうに

つきましては、ご覧の今日のお手元の資料の農政情報、こちらのほうの中

に、開いていただくようになりますが、こちらの４ページが昨年、今年度に

向けての要望書。今から申し上げるのが来年度に向けた要旨を報告させてい

ただきます。そちらのほうの２年度と３年度を見ていただきながらお聞きい

ただきたいと思います。 

まず、県に対しては、遊休農地の発生防止と解消に関する事項と致しまし

ては、第１種農地の遊休農地の所有者の課税強化、それと、小規模な基盤整

備の推進強化、それと、野生鳥獣害の被害の対策強化が３件上がっておりま

した。また、新規参入の促進に関する事項と致しましては、新規就農者に係

る支援、人づくり、あるいはリーダーの育成を求めております。 

また、本市につきましては、農地利用の最適化の効率化に関する事項と致

しまして、農地の下限面積の緩和の早期実現、それと、農地転用等の厳正な

対応となっております。 
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このような形で、令和３年度の農地利用最適化推進施策等に関する改善意

見につきましては、今後、香川県農業会議を介しまして農林水産部長宛てに

意見書をお送りし、今年１１月には国会のほうに要求をすると、要望してい

くという流れになっておりますので、報告をさせていただいております。ご

協力ありがとうございました。 

それと、補足でございますけども、あと細かいところで申し上げられてお

るのは、農耕トラクターの大型化によりまして、公道の走行、道路運送、送

迎の車両法の運用見直しにおきまして、後ろの耕うんする機械が幅と大きさ

の延長になりますと特殊免許を取らないかんということだろうと思います。

それに対する経費の助成増額等に対しましても要望をしていきたいなという

ふうに考えておりますので、補足させていただきます。 

それと、来月の定例会でございますが、８月２０日木曜日１時３０分から

寒川庁舎３０１、３０２会議室となっておりますので、よろしくお願い致し

ます。 

 

続いて、１件報告させていただきます。 

５月定例会において審議していただいた●●●●様と●●●●様の３条申

請の中で、●●●●様から協力者の誓約書をいただいておりましたが、令和

２年６月１７日に●●●●様から取下書の提出があったことを報告させてい

ただきます。以上です。 

 

それについて、私からちょっと補足をさせていただきますが、構んです

か。 

５月の定例会で、少しでも早く許可を得るために、私みたいな力不足の者

が協力するという確約書みたいなのに判を押しました。だけど、私では力不

足というのはよく分かったので、今回それを取り下げることにしました。 

そして、事務局に、今回のこの場をお借りして、今度、農業委員、推進委

員になった方に、今度ご協力を得るようにお願いできませんでしょうか。近

くでないし、何かもう前回、今度の農業委員まで、どんな体制でもう、こん

だけ、去年の６月１８日で、６月やから６月２０日ぐらいに申請したときか

らもう遊休農地かしてあるのを、１年かかってまだ許可も出ず、どんどんど

んどんもう山になって木が生えよる状態の分を、今度、手伝えって、そんな

こと、とてもじゃない、遠くの私みたいな者はできんというので、もうとに

かく地元の推進委員と農業委員に協力をお願いしたいと思いますので、よろ

しく対応のほど、もう私はおらんようになるから。 

それと、もう最後やけん言わせてください。農地法の施行令細則に１７条

いうのがあります。私もまだ、ここ農業委員の任期中にどうにか空き家対策

の下限面積を下げるために政策課とも一生懸命頑張ったんですけど、政策課

課長も替わり、ただ、ちょっとの望みいうたら、私まだ建築士会の理事をし

ていまして、調査研究委員会では空き家に対する法律改正の分をまだ今から

頑張ろうとはしていますけど、あくまで１７条、細則のところの解釈がさぬ

き市の農業委員でできん限り、いつまでたっても空き家の農地付きいうのは

解消されない。 

１０年かかるか２０年かかるか分からないんですけど、とにかく空き家の

調査に行って感じるのは、皆さん都会に行って、田舎に家と田んぼが残っと

る人の処分ができない。もう常にそんな話ばっかりなので、そういう空き家

に対する分だけは幾分配慮しないと、今回のように、どんどんどんどん日月

がたつほど遊休になって、まだ今だに権利移譲、空き家というものは田んぼ

と家はセットやから、田んぼの許可が出た後に所有権移転して、今度は建物

をリフォームするのにまた二、三か月かかるということは、今度、移住する

のが許可出てからまた半年後というようになったら、その間、誰が田んぼを

するのかいうのが、物すごい、今、法律というか、特に全国、国交省が取り



  

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 
大塚ノブ子委員 

 

 

 

 

十河道夫委員 

 

 

 

佐藤恭一委員 

 

十河道夫委員 

 

佐藤恭一委員 

 

十河道夫委員 

 

事務局 

 

 

 

十河道夫委員 

 

事務局 

 

 

 

十河道夫委員 

 

事務局 

 

 

十河道夫委員 

 

 

佐藤恭一委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

上げよる空き家対策に対して、次に残られる農業委員さんはいち早く改善す

るようにお願いして、私の最初の最後の、皆さんの今度、多分、いずれは変

わると思いますけど、その頃には、もうそれこそ法律が変わるまでには相当

時間かかります。よろしくお願い致します。どうも長い時間ありがとうござ

いました。 

 

他にありませんか。 

 

私、７月１２日の●●地区の現地確認のときに、●●●●さん、●●●●

さんの関係する田んぼを見ました。大きな石はのいておりましたが、まだま

だ石が残っております。復旧する田んぼの状態ではまだありませんので、な

るべく早くお願いしたいと思います。 

 

先ほどの同じ案件なんですけど、●●さんが新規就農のサポート役という

ことで、名前３人はおったと思うんですけど、３人、●●さん入れて。３人

かな、事務局。 

 

協力者。 

 

協力者かな。 

 

協力者は●●●●さんがいとこなので。 

 

それと。 

 

あと、●●さんと、当初からの親戚の方、書かれていたのは４名です。た

だ、親戚の方については遠いところもあって、地元の方々に協力を仰げたら

なという話で進めてはいきました。 

 

その●●さんというのは確認取れたんですか、協力するという。 

 

●●さん確認はしたんですけど、●●さん自身は協力するという話もなか

ったようなので、あくまで苗の購入先として●●さんのほうで考えられてい

たということでありました。 

 

●●さんはあれかな。 

 

●●●●さんについてはもう、お話もさせていただいて、誓約書の提出も

受けております。 

 

ほんで、その●●さんのほうは、●●君、言うとんか、協力者おります

と。 

 

協力者とかどうこうじゃなくて、本人がするというのに協力者がそこまで

手伝うというても、●●●●さんというのは●●さんのいとこであって、所

有権移転したら●●さんとは他人ですから、もうそれがいかんのだったら、

もう一遍不許可にしたらいいと思います。 

もう本当に、もう１年もたって田んぼします、わざわざ県に審査請求まで

して、３条不許可は不当であるまで、間違うとるいうて県知事が言よるよう

なものを、まだ何でこんな長いこと引っ張って引っ張ってからに、それで誰

かがそりゃあ田んぼを耕してくれよんならええけど、どんどんどんどん山に

なりよるのを、こんな何か、本当、法律があって法律が全然解釈できとらん
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十河道夫委員 

ようなことが本当不思議でいかんですが、これは。 

普通は法律いうのは、ただし書きで助けるというのは聞いたことがあるけ

ど、法律を除外して、下限面積を満たして営農計画書があって不許可になる

自体がおかしいから県に審査請求したんであって、県は３条不許可を不当と

して差し戻されて、法律で合うとることが何でこんな１年もたって許可下り

んのですか。こんなんでたらめじゃわ、ほんまに。 

 

いや、そんなこと聞いてない。 

 

そんなことって。 

 

その協力者の中に。 

 

協力者いうて、ほんで地元の農業委員は協力せんのですか、広島から移住

してから田んぼする人を。 

 

いやいや、協力者がと言うので提出した。 

 

だから、力不足です。僕もう農業委員やめたら田んぼなんかしませんよ。 

 

それは言うたらいかんやろう。 

 

だから、もう力不足ですと言よるわけやから。 

 

力不足やったら。そんなことない、今から力つけたらいい。 

 

いやいや、もう。 

 

認定農家やったら助けてあげたらええじゃない。 

 

もう５５は定年ですから、もう私は。 

 

ああ、済まんのう。 

 

農家は５５でもう私、定年の年になった。 

 

要は、提出したいうことは。 

 

それを取り下げた。 

 

取り下げたいうことは、それが有効やから取り下げたんでしょう。 

 

だから、私はもう取り下げました。それで、次のが見つからなんだら、ま

た不許可にしたらどうですか、そうしたら。誰かそれを事務局に、地元の人

にお願いするいうて、お盆を預けたというか、それを事務局にお願いして私

はもう去っていくいう話。 

 

ほな事務局がそれを受けませんというたらどなんする。 

 

それだったら、また延々許可は出ないでしょうね。 

 

許可じゃなくて、その許可とは別に、協力者の話をしてる。下りるという
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のも●●さんにもう言うとるんか。名簿を出したんやろ。 

 

●●さんには必要ない。●●●●さんに出したらええんちゃうの。 

 

だから、その受け取った●●さんに。 

 

それちゃんともう毎日、どうなってますかいう連絡いただいて。 

 

だから、それも●●さん本人にも言うとるんんか。 

 

言いました、言いました。 

 

言うたんやな。 

 

そうです。●●●●さんに言いました。 

 

●●さんは。 

 

●●さんに言いましたよ。 

 

言うとんやな。 

 

はい。 

 

間違いなく。 

 

間違いない。それは向こう、聞いとる聞いとらんかは、それは。 

 

いや、聞いとる聞いとらんじゃない。 

 

じゃけん、僕は取り下げた。僕の話やから。●●さん関係ない。 

 

いや、そうじゃなくて、あんたの話をしよる。 

 

じゃけん、僕は取り下げただけ。 

 

許可が下りん限り取り下げられんやろう。 

 

許可が下りなくてもええから、私しよるんです。 

 

それは失礼なやろう、みんなの前で、ほんなこと。 

 

いや、失礼いうたって、これ今度で、ほな仮に、それをして今からまた石

のもうあと２０㎝のもう、どんだけ努力して石のけてで、もうこれ以上して

で、また今度は８月また、石の２０㎝よりかはもう大きいのはないのに、そ

れ、この２０㎝以下のをのけい言い出したらどうするんな、ほんなら。 

 

のけないかんやろ、普通、おまえ。 

 

田んぼのあぜへでもようけ石あるで。ほんなん石がないようなあぜがどこ

にあるんな。２０㎝以上のものはありませんもう。そこまでしました。 
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議長（会長） 

 

２０㎝以下でもがらがらになっとったら田んぼは引けんやろう。 

 

いや、そんな、田んぼいうても、そんな、ようけある田んぼで、１か所の

この部屋もないようなとこに石があるんで不許可にするんですか、ほした

ら。 

 

そりゃそうじゃやろう。 

 

ああ、そうですか。もうそれなら不許可で、もうどなんもできんわ、そん

なん。もう次から次へとで、石のけじゃ、固いとこは耕せじゃいうて、そん

なこと言うたら絶対許可出んのやけん、もう諦めたほうがええ。 

 

田んぼとして売るんやったら、田んぼとして買う人は当然作れるようにし

とかないかん。 

 

まあまあそれは法律ですよね。 

 

だから、法律にのっとって話しとるんじゃないの。 

 

だから、もう僕おらんようになるから、もう来年というか今年の８月や９

月まで一生懸命に延ばしたん。 

 

それはおまえ、私辞めますが、みんなが責任残して辞めるんか。 

 

当たり前でない、そんなん。当たり前でない、そなな責任言よったら切り

がないでないの。 

 

おまえ、お父さんの顔が潰れるわ。情けない。 

 

自分やって、認定農家いうていっぱい草ぼうぼうにしとってからに、よう

言えるわ、ほんま、ほなんことが。 

 

他にございませんか。 

ないようですので、以上をもちまして、令和２年７月農業委員会定例会を

閉会と致します。慎重なる審議ありがとうございました。 

 

（１４時４５分閉会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

各議案毎の採決結果（議長は可否に入らず） 

・農地法第３条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・非農地証明願について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地法第４条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地法第５条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農用地利用集積計画の審議について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農業経営改善計画の審査について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・青年等就農計画の審査の答申について 

賛成委員・・・・・・・１６名  反対委員・・・・・・・０名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

上記は会議の顛末を録して正当なることを証して署名する。 

 

 

農業委員会会長（議長） 
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